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は
じ
め
に

　

室
町
期
か
ら
江
戸
末
期
に
至
る
『
補ぶ

略り
ゃ
く

』
と
総
称
さ
れ
る
公
家
の
名
簿
は
、

公
卿
の
み
な
ら
ず
殿
上
人
の
名
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
作
成
さ
れ
た
時
点
に

お
け
る
公
家
の
成
員
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
同
時
代
史
料
と
し
て
、
史
料
的

価
値
が
非
常
に
高
い
。
し
か
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
、

必
ず
し
も
十
分
に
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け

る
三
点
の
『
補
略
』
─
─ 

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
『
補
略
』（
廣
橋
家

旧
蔵
）、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
『
堂
上
次
第
』（
徳
大
寺
家
旧
蔵
）、

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
の
『
堂
上
次
第
』（
陽
明
文
庫
所
蔵
）
─
─ 
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
と
記
載
内
容
の
検
討
を
行
い
、
戦
国
期
在
国
公
家
領

主
の
諸
家
、
即
ち
、
土
佐
一
条
家
一
門
と
土
佐
一
条
家
に
祗
候
し
た
堂
上
公

家
の
諸
家
、
飛
騨
姉
小
路
家
一
門
、
伊
勢
北
畠
家
一
門
、
奥
州
波
岡
（
浪
岡
）

家
に
関
す
る
新
出
情
報
を
提
示
し
、
さ
ら
に
、
徳
川
家
康
が
織
田
信
長
に
先

立
ち
堂
上
公
家
の
家
格
を
得
て
殿
上
人
の
身
位
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実

を
明
ら
か
に
し
た*1

。
こ
れ
ら
の
『
補
略
』
は
、
い
ず
れ
も
、
略
式
の
公
家
名

簿
で
あ
る
。
略
式
公
家
名
簿
た
る
『
補
略
』
は
、
史
料
上
、『
補
歴
』
ま
た
は

『
補
暦
』
と
も
書
か
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
、『
補
歴
』
と
は
『
補ぶ

任に
ん

・
歴り
ゃ
く

名み
ょ
う

』

の
略
で
、『
補
任
』
と
『
歴
名
』
と
で
一
具
と
な
り
、『
補
任
』
と
は
、「
官
職
ご

と
に
毎
年
あ
る
い
は
天
皇
の
歴
代
ご
と
に
、
補
任
さ
れ
た
者
を
記
入
し
た
」

書
で
あ
り
、『
歴
名
』
と
は
、「
位
階
ご
と
に
叙
さ
れ
た
も
の
の
氏
名
を
、
叙
位

の
つ
ど
書
き
加
え
た
」
書
で
あ
る*2

。
有
名
な
『
歴
名
土
代
』
は
、『
歴
名
』
の

原
簿
と
も
言
え
る
史
料
で
あ
り
、
湯
川
敏
治
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
研
究
さ
れ

て
い
る*3

が
、
一
方
、『
歴
名
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
は
研
究

が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
現
在 

存
在
が
知
ら
れ
て

い
る
『
歴
名
』
の
う
ち
、「
諸
王
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
、
即
ち
、

①
『
古
暦
裏
書
歴
名
』（
内
題
は
『
歴
名 

親
王 

公
卿 

□
□
』（
□
□
は
破
損
）。
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
資
料
番
号 

貴
54
／
29
）、
②
『
親
王
公
卿
諸
王
諸

臣
歴
名
』（
内
題
は
『
歴
名 

親
王 

公
卿
』。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
資

料
番
号 

4143
／
11
）、
③ 

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵 

函
号
513 

101 

外

記
局
本
『
叙
位
除
目
記
』
の
う
ち
の
一
点
で
、『
歴
名
』
と
い
う
内
題
を
持
つ

綴
葉
装
の
冊
子
本
（
同
一
形
態
の
『
補
任
』
二
冊
も
あ
り
、
こ
れ
ら
三
冊
で

『
補
歴
』
一
具
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）
の
三
点
に
お
け
る
、
諸
王
に

関
す
る
記
載
を
検
討
し
た*4

。
史
料
上
、『
歴
名
』
は
『
暦
名
』
と
も
書
か
れ
る

貞
治
三
年
と
応
安
四
年
の
『
暦
名
』
に
つ
い
て

　
　
　
─ 

南
朝
方
の
公
家
・
武
家
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に 

─

赤
　
坂
　
恒
　
明
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が
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
九
条
家
伝
来
史
料
（
九
条

本*5

）
の
中
に
、
現
在
『
五ご

位い

已い

上じ
ょ
う

歴れ
き

名め
い

帳ち
ょ
う

』
の
表
題
で
整
理
・
登
録
さ
れ
て

い
る
南
北
朝
期
の
二
点
の
『
暦
名
』（
江
戸
期
表
紙
の
外
題
に
よ
る
）
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、『
補
歴
』
の
一
部
を
構
成
す
る
『
歴
名
』
と
は
形
態
的
に
異
な
る

も
の
で
あ
る
が
、
今
日
、
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
『
歴
名
』
ま
た
は
『
暦
名
』

の
う
ち
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
北
朝
の
も
と
で

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
と
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
の
春
除
目
の
た
め
に

作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
特
に
貞
治
三
年
の
『
暦
名
』
に
は
、
北

朝
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
朝
方
の
廷
臣
の
一
部
や
、

当
時
、
南
朝
側
に
立
っ
て
い
た
有
力
武
士
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
大

い
に
注
目
に
値
す
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
九
条
本
『
暦
名
』
を
紹
介
し
、
特

に
、
貞
治
三
年
の
『
暦
名
』
に
お
け
る
南
朝
方
の
公
家
・
武
家
に
関
す
る
記

載
を
中
心
に
分
析
・
検
討
を
試
み
た
い
。

一　

九
条
本
『
暦
名
』
二
点
の
概
略

　

二
点
の
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
本
『
暦
名
』
の
整
理
番
号
は
「
九
326
」

と
「
九
327
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
五
位
已
上
歴
名
帳
」
の
史
料
名
で
登
録

さ
れ
て
い
る
。
書
陵
部
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
カ
ー
ド
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
ゴ
イ
イ
ジ
ョ
ウ 

レ
キ
メ
イ
チ
ョ
ウ　

五
位
已
上
歴
名
帳
」
と
史
料
名
が
ペ

ン
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
歴
」
字
に
は
「
暦
」
か
ら
修
正
さ
れ

た
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
「
南
北
朝
期
写　

江
戸
期
表

紙
外
題
「
暦
名
」」
と
注
記
さ
れ
、
九
326
に
は
「
貞
治
３
年
暦
名
帳
か
．」
と
、

九
327
に
は
「
第
１
紙
端
裏
書
「
歴
名 

正
二
位
已
下
至
従
五
位
上
」　

応
安
４
年
暦

名
帳
か
．」
と
あ
る
。
こ
の
年
代
比
定
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
巻
子
本
で
紙
四
枚
を
継
い
で
お
り
、
内
題
は
な
い
。
内
容
構
成
は
共
通

し
て
お
り
、
正
二
位
か
ら
従
五
位
上
ま
で
の
各
位
階
の
人
名
（
氏
と
諱
）
が

列
載
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
書
式
に
は
相
違
が
あ
り
、
一
行
に
書
か
れ
た
人

名
が
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』（
九
326
）
で
は
六
人
、
応
安
四
年
『
暦
名
』

（
九
327
）
で
は
五
人
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
に
は
、
縦
二
行
ご
と
、
横
六
段

を
仕
切
る
罫
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
整
然
と
し
て
い
る
（
位
階
を
標
記
し
た

箇
所
で
は
、
縦
二
行
分
が
使
わ
れ
て
い
る
）。
一
方
、
後
者
に
は
罫
線
が
な
く
、

人
名
に
も
挿
入
が
あ
り
、
や
や
草
稿
然
と
し
た
印
象
を
受
け
る
。

　

貞
治
三
年
『
暦
名
』（
九
326
）
は
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
十
月
、

宮
内
庁
書
陵
部
に
お
け
る
秋
季
展
観
（
一
般
に
は
非
公
開
）
に
お
い
て
展
示

さ
れ
、
そ
の
際
に
配
布
さ
れ
た
展
観
図
録
『
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
～

二
十
五
日 

除
目
』（
宮
内
庁
書
陵
部
）
に
一
部
分
の
写
真
と
解
説
が
あ
る
。

そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
写
真
に
は
、
南
朝
方
の
廷
臣
や
、「
源
直
冬
」
即
ち
足
利

直
冬
、
ま
た
、
直
義
党
の
有
力
武
将
た
ち
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に

注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
説
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

30　

五
位
已
上
歴
名
帳

除
目
儀
に
用
意
さ
れ
る
文
書
の
一
つ
。
正
二
位
か
ら
従
五
位
下
（
マ
マ
）ま

で

の
各
位
階
ご
と
の
人
名
を
書
き
上
げ
た
歴
名
帳
で
、
執
筆
が
任
人
の

位
階
を
確
認
す
る
の
に
使
用
し
た
。
事
実
上
の
最
高
位
階
で
あ
る
従

一
位
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
該
当
者
が
少
な
く
周
知
の
こ
と

で
あ
る
た
め
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
記
載

さ
れ
て
い
る
人
名
か
ら
見
て
貞
治
３
年
（
一
三
六
四
）
年
の
歴
名
帳

で
あ
り
、
紙
質
・
筆
跡
な
ど
も
そ
の
頃
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
貞

治
３
年
の
春
除
目
は
九
条
忠
基
（
一
三
四
五
～
九
七
）
が
初
度
の
執

筆
を
勤
め
た
除
目
で
あ
る
が
、
本
書
が
除
目
当
日
に
用
い
ら
れ
た
歴
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名
帳
そ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
史
料
に
記
載
さ
れ
た
人
名
の
位
階
は
、
貞
治
三
年
正
月
五
日
の
正
月
叙

位
（『
後
愚
昧
記
』
叙
位
聞
書
）
が
反
映
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
同
年
三
月

六
日
の
臨
時
叙
位
（『
公
卿
補
任
』、『
師
守
記
』）
が
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、

作
成
年
月
日
が
貞
治
三
年
正
月
五
日
以
降
、
同
年
三
月
六
日
以
前
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
貞
治
三
年
の
春
除
目
は
、
延
期
さ
れ
て
い
た
が
、
三
月
一

日
に
至
り
、
同
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
執し
ゅ
ひ
つ筆 

─
─ 

除
目

儀
に
お
け
る
進
行
役 
─
─ 
を
命
じ
ら
れ
た
九
条
忠
基
の
習
礼
の
た
め
、
大

外
記
中
原
師
茂
は
「
県
召
除
目
筥
文
々
書
」
等
の
関
係
文
書
を
注
進
す
る
よ

う
九
条
経
教
か
ら
命
じ
ら
れ
て
お
り*6

、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
『
暦
名
』

が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
様
に
、「
九
327
」
に
は
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
正
月
五
日
の
正
月
叙

位
（『
公
卿
補
任
』）
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
三
月
十
五
日
に
薨
去
し

た
従
二
位
藤
原
定
宗
（『
公
卿
補
任
』）
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
応
安

四
年
の
春
除
目
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宮
内
庁
書
陵
部
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
い
る
史
料
名「
五
位
已
上
歴
名
帳
」

と
は
、
両
『
暦
名
』
が
、『
魚
魯
愚
抄
』
等
の
儀
礼
書
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
、
除
目
儀
礼
で
用
い
ら
れ
た
「
七
巻
文
書
」
の
う
ち
の
一
冊
「
五
位
已

上
歴
名
帳
」
に
比
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
命
名
で
あ
ろ
う
。「
七
巻
文
書
」

と
は
、
除
目
儀
に
お
い
て
、
執
筆
の
座
の
前
に
置
か
れ
た
、
太
政
官
（
外
記

局
）
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
四
個
の
筥
の
う
ち
の
「
第
一
筥
」
に
入
れ
ら
れ

た
七
巻
の
文
書
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
、「
京
官
諸
司
主
典
已
上
補
任
帳
」

二
巻
、「
武
官
補
任
帳
」
一
巻
、「
諸
国
主
典
已
上
補
任
帳
」
二
巻
、「
令
外

諸
司
主
典
已
上
補
任
帳
」
一
巻
、「
内
外
文
武
官
五
位
已
上
歴
名
帳
」
一
巻

か
ら
成
る*7

。『
魚
魯
愚
抄
』
に
よ
る
と
、「
諸
補
任
帳
類
に
は
各
官
職
の
在
任

者
名
と
任
命
時
期
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
五
位
已
上
歴
名
帳
に
は
五
位
以
上

の
全
官
人
の
歴
名
と
叙
位
歴
が
書
き
込
ま
れ
て
」
お
り
、「
七
巻
文
書
」
は
、

「
除
目
に
お
い
て
、
任
命
可
能
な
全
人
名
及
び
現
在
の
諸
官
職
の
在
任
者
を

網
羅
し
た
基
礎
的
帳
簿
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
名
前
を
「
外
記
に
尋
ね
る

と
い
う
便
法
が
一
般
化
し
た
た
め
」、「
平
安
後
期
以
降
、
除
目
の
場
で
は
ほ

と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
」
い
た*8

。

　

か
く
て
、「
七
巻
文
書
」
は
、
柳
原
本
『
寛
永
五
年
除
目
記
』（
宮
内
庁
書

陵
部
所
蔵
。
史
料
番
号
「
柳
632
」）
第
四
巻
に
よ
る
と
、
名
ば
か
り
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、「
此
文
書
亦
終
不
顕
見
。
仍
注
之
」
と
い
い
、「
七
巻
文

書
」
の
実
体
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
柳
原
本
『
寛
永
五
年
除
目
記
』
に
は
「
一
莒
」
図
が
掲
げ
ら
れ
、「
第
一

筥
」
に
納
め
ら
れ
て
い
る
七
巻
文
書
の
状
態
が
具
体
的
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
、「
内
外
文
武
官
五
位
已
上
歴
名
帳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
史
料
に
は
、「
七
巻
文
書
」
の
調
進
元
と
冒
頭
部
分
が
次
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

　
　

式
部
省

　
　
　

合
内
外
武
官*9

五
位
已
上
暦
名
帳

　
　

従
一
位

　

こ
こ
か
ら
、「
五
位
已
上
歴
名
帳
」
に
は
、
元
来
、
従
一
位
も
記
載
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
除
目
儀
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
「
五
位
已
上
歴
名
帳
」
に
は
、

文
武
官
に
補
任
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
、
従
五
位
下
か
ら
従
一
位
ま
で
の
人
々

の
名
が
載
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
各
人
の
叙
位
歴
が
記
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
九
条
家
伝
来
の
両
『
暦
名
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

従
五
位
上
か
ら
正
二
位
ま
で
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
叙
位
歴
も
記
さ
れ
て
い
な
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い
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
を
、
除
目
儀
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
「
七
巻
文
書
」

中
の
「
五
位
已
上
歴
名
帳
」
そ
の
も
の
と
見
做
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
上
記
の
展
観
図
録
に
も
、「
本
書
が
除
目
当
日
に
用
い
ら
れ

た
歴
名
帳
そ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
両
『
暦
名
』
と
、「
七
巻
文
書
」

中
の
「
五
位
已
上
歴
名
帳
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
点
が
多
く
、
後
考

に
俟
ち
た
い
。

二　

貞
治
三
年
と
応
安
四
年
『
暦
名
』
の
翻
刻
と
、
人
名
の
排
列

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
九
条
本
の
両
『
暦
名
（
五
位
已
上
歴
名
帳
）』、
即
ち

貞
治
三
年
『
暦
名
』（
九
326
）
と
応
安
四
年
『
暦
名
』（
九
327
）
の
全
文
を
翻

刻
す
る
（
整
理
の
た
め
算
用
数
字
を
補
う
）。

　

正
二
位

001 

藤
原
實
守

002 

藤
原
長
光

003 

藤
原
實
夏

004 
□
□
實
継

005 

藤
原
良
冬

006 

藤
原
實
俊

007 

藤
原
宣
明

008 

藤
原
忠
嗣

009 

藤
□
□
□

　
（
藤
原
實
材
か
）

010 

□
□
家
信

　
（
藤
原
家
信
）

011 

藤
原
資
兼

012 

藤
原
隆
持

013 

藤
原
忠
季

014 

源　

重
□

　
　
　
（
重
資
）

015 

□
□
□
□

　
（
源　

親
光
か
）

016 

□
原
公
直

017 
藤
原
兼
定

018 

藤
原
長
顯

019 

藤
原
忠
基

020 

源　

善
成

　

從
二
位

021 

藤
原
公
量

022 

源　

資
継

023 

源　

彦
良

024 

藤
原
實
音

025 

資 

英 

王

026 

藤
原
房
經

027 

藤
原
仲
房

028 

藤
原
實
時

029 

源　

義
詮

030 

藤
原
行
忠

031 

藤
原
基
隆

032 
藤
原
實
名

033 

藤
原
公
豊

034 

源　

具
通

035 

藤
原
實
尚

036 

菅
原
國
長

　

正
三
位

037 

藤
原
基
冬

038 

藤
原
雅
朝

039 

藤
原
親
長

040 

藤
原
爲
明

041 

藤
原
定
宗

042 

藤
原
宗
重

043 

藤
原
爲
忠

044 

藤
原
宗
雅

045 

藤
原
兼
親

046 

藤
原
師
世

047 

藤
原
實
右

048 

藤
原
俊
冬

049 

藤
原
長
藤

050 

藤
原
教
光

051 

藤
原
宗
實

052 

藤
□
□
直

　
（
藤
原
實
直
）

053 

藤
原
隆
家

054 

菅
原
爲
成

055 

菅
原
康
長

056 

藤
原
兼
綱

057 

藤
原
時
光

　

從
三
位

058 

藤
原
定
親

059 

藤
原
宗
有

060 

藤
原
家
賢

061 

藤
原
經
家

062 

藤
原
經
隆

063 

藤
原
公
冬

064 

源　

敦
有

065 

藤
原
經
量

066 

藤
原
宗
秀

067 

藤
原
□
秀

　
（
藤
原
爲
秀
）

068 

藤
原
實
遠

069 

藤
原
實
文

070 

藤
原
實
澄

071 

藤
原
教
言

072 

藤
原
實
興

073 

藤
原
隆
卿

074 

平　

親
顯

075 

藤
原
保
光

076 

藤
原
隆
右

077 

平　

行
時

078 

藤
原
爲
名

079 

藤
原
公
永

080 

藤
原
冬
實

081 

源　

定
具

082 

藤
原
實
綱

083 

菅
原
在
冨

084 

菅
原
長
嗣

085 

藤
原
行
光

086 

菅
原
髙
嗣

087 

菅
原
長
綱

（
端
裏 

外
題
） 

歴
名　
正
二
位
已
下
至
従
五
位
上

　
　

正
二
位

001 

藤
原
實
守

002 

藤
原
實
俊

003 

藤
原
實
材

004 

源　

重
資

005 

藤
原
資
兼

006 

藤
原
隆
持

007 

藤
原
公
直

008 

藤
原
兼
定

009 

藤
原
長
顯

010 

藤
原
忠
ー

011 

源　

善
成

012 

源　

親
光

013 

藤
原
實
音

014 

藤
原
仲
房

015 

藤
原
實
時

016 

藤
原
基
隆

017 

藤
原
行
忠

018 

藤
原
公
豊

019 

源　

具
通

020 

藤
原
實
尚

021 

藤
原
基
冬

022 

藤
原
宗
實

　
　

從
二
位

023 

源　

資
継

024 

源　

彦
良

025 

藤
原
實
名

026 

藤
原
定
宗

027 

藤
原
雅
朝

028 

藤
原
宗
雅

029 

藤
原
教
光

030 

藤
原
爲
忠

031 

藤
原
兼
親

032 

藤
原
實
直

033 

藤
原
師
嗣

034 

藤
原
兼
嗣

035 

藤
原
經
嗣

036 

藤
原
兼
綱

037 

菅
原
在
冨

　
　

正
三
位

038 

藤
原
公
定

039 

藤
原
長
藤

040 

藤
原
實
澄

041 

源　

敦
有

042 

藤
原
爲
秀

043 

藤
原
實
遠

044 

藤
原
教
言

045 

藤
原
隆
郷

046 

平　

親
顯

047 

藤
原
保
光

048 

藤
原
隆
右

049 

藤
原
公
永

050 

藤
原
公
兼

051 

藤
原
實
冬

052 

源　

成
賢

053 

藤
原
基
賢

054 

藤
原
公
廣

055 

藤
原
冬
宗

056 

菅
原
長
嗣

057 

藤
原
行
光

058 

菅
原
髙
嗣

059 

菅
原
長
綱

060 

藤
原
忠
光

　
　

從
三
位

061 
藤
原
定
親

062 

藤
原
經
家

063 

藤
原
經
隆

064 

藤
原
公
冬

065 

藤
原
經
量

066 

藤
原
實
文

067 

藤
原
爲
名

068 

藤
原
冬
實

069 

源　

定
具

070 

藤
原
家
秀

071 

藤
原
爲
遠

072 

平　

信
兼

073 

藤
原
隆
仲

074 

源　

通
氏

075 

藤
原
公
彦

076 

平　

行
知

077 

源　

雅
方

078 

源　

長
具

079 

源　

顯
邦

080 

藤
原
教
嗣

081 

藤
原
爲
重

082 
大
中
臣
親
世

　
　

正
四
位
上

九
326　

貞
治
三
年
『
暦
名
』（
五
位
已
上
歴
名
帳
）　

翻
刻

九
327
『
暦
名
』（
五
位
已
上
歴
名
帳
）
翻
刻

一

（　

）
紙
の

継
目
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088 

藤
原
忠
光

089 

大
中
臣
親
世

　

正
四
位
上

090 

賀
茂
定
秀

091 

安
倍
親
宣

092 

卜
部
兼
豊

　

正
四
位
下

093 

藤
原
資
定

094 

藤
原
冬
長

095 

源　

雅
冬

096 

平　

定
有

097 

藤
原
宗
長

098 

藤
原
信
賢

099 

源　

俊
方

100 

藤
原
公
世

101 

源　

家
房

102 

紀　

俊
文

103 

藤
原
家
秀

104 

藤
原
信
忠

105 

藤
原
宗
房

106 

藤
原
親
行

107 

藤
原
實
熈

108 

藤
原
永
宗

109 

源　

成
賢

110 

藤
原
基
秀

111 

平　

惟
清

112 
藤
原
基
賢

113 

藤
原
公
廣

114 

藤
原
家
尹

115 

藤
原
行
輔

116 

藤
原
定
行

117 

源　

顯
邦

118 
藤
原
公
彦

119 

藤
原
頼
爲

120 

源　

長
重

121 

源　

雅
方

122 

源　

長
具

123 

平　

茂
繁

124 

源　

仲
光

125 

藤
原
親
尹

126 

藤
原
光
綱

127 

藤
原
長
宗

128 

藤
原
爲
遠

129 

平　

信
兼

130 

藤
原
公
兼

131 

藤
原
實
冬

132 

藤
原
兼
俊

133 

丹
波
知
長

134 

和
氣
益
成

135 

丹
波
篤
直

136 

和
氣
重
房

137 
丹
波
長
世

138 

丹
波
頼
景

139 

小
槻
匡
遠

140 

中
原
師
茂

141 

大
中
臣
永
國

142 

大
中
臣
隆
基

143 
卜
部
爲
香

144 

卜
部
兼
前

145 

大
中
臣
忠
直

146 

卜
部
兼
繁

147 

大
中
臣
實
直

　

從
四
位
上

148 

業
定　

王

149 

藤
原
實
員

150 

源　

具
任

151 
藤
原
公
音

152 

藤
原
實
持

153 

藤
原
隆
通

154 

藤
原
經
家

155 

源　

定
忠

156 

藤
原
實
種

157 
藤
原
宗
國

158 

藤
原
邦
長

159 

源　

定
髙

160 

藤
原
成
清

161 

藤
原
忠
頼

162 

藤
原
範
資

163 

源　

英
長

164 

藤
原
業
清

165 

藤
原
忠
隆

166 

橘　

知
繁

167 

藤
原
基
清

168 

藤
原
隆
仲

169 

藤
原
嗣
長

170 

藤
原
公
全

171 

藤
原
孝
守

172 

藤
原
公
隆

173 

藤
原
公
時

174 

藤
原
爲
重

175 

源　

資
方

176 

藤
原
基
光

177 

藤
原
公
勝

178 

藤
原
季
興

179 

藤
原
季
村

180 

藤
原
雅
家

181 

藤
原
定
茂

182 
藤
原
資
顯

183 

藤
原
親
春

184 

藤
原
冬
宗

185 

源　

資
熈

186 

藤
原
雅
兼

187 

菅
原
周
長

188 
菅
原
長
衡

189 

菅
原
時
親

190 

藤
原
業
家

191 

菅
原
在
胤

192 

安
倍
有
隆

193 

安
倍
泰
宣

194 

安
倍
有
世

195 

大
中
臣
隆
賢

196 

大
中
臣
師
俊

197 

大
中
臣
親
世

198 

大
中
臣
清
世

　

從
四
位
下

199 

藤
原
實
名

200 

藤
原
實
清

201 

藤
原
師
兼

202 

藤
原
輔
定

203 

藤
原
實
稱

204 
藤
原
宗
教

205 

髙
階
泰
尚

206 

三
善
定
持

207 

源　

定
宗

208 

藤
原
忠
成

209 

藤
原
家
綱

210 

源　

顯
方

211 

藤
原
光
熈

212 

三
善
俊
春

213 

藤
原
房
通

214 

藤
原
宗
成

215 

三
善
俊
經

216 

藤
原
信
俊

217 

藤
原
藤
輔

218 

源　

春
長

219 

藤
原
冬
輔

220 

藤
原
重
藤

221 

藤
原
實
村

222 

藤
原
忠
清

223 

源　

基
氏

224 

藤
原
宗
仲

225 

藤
原
教
繁

226 

藤
原
光
家

227 

源　

仲
蔭

228 

藤
原
忠
有

229 

髙
階
資
治

230 

平　

棟
有

231 

大
江
匡
光

232 

藤
原
宗
泰

233 

藤
原
嗣
定

234 

藤
原
公
兼

235 

三
善
廣
衡

236 

藤
原
親
忠

237 

髙
階
經
景

238 

源　

仲
定

239 

源　

具
言

240 

髙
階
長
經

241 

平　

行
知

242 

藤
原
隆
冬

243 

藤
原
隆
廣

244 

藤
原
雅
秋

245 

藤
原
顯
保

246 

藤
原
保
冬

247 

藤
原
公
頼

248 

藤
原
基
定

249 

大
江
熈
房

250 

藤
原
氏
種

251 

菅
原
爲
綱

252 

菅
原
公
熈

253 

菅
原
豊
長

254 

菅
原
秀
長

255 

和
氣
定
綱

256 

和
氣
繁
成

257 

安
倍
貞
親

258 

賀
茂
清
宣

259 

賀
茂
定
春

260 

安
倍
宗
時

261 

賀
茂
定
守

262 

大
中
臣
永
經

263 

大
中
臣
康
雄

264 

鴨　

祐
内

265 

紀　

宗
基

　

正
五
位
上

266 

藤
原
嗣
房

267 

藤
原
宣
方

268 

中
原
師
治

269 

小
槻
興
緒

270 

中
原
師
連

271 

小
槻
量
實

083 

藤
原
公
時

084 

藤
原
嗣
房

085 

藤
原
長
宗

086 

賀
茂
定
秀

087 

安
倍
親
宣

088 

中
原
師
茂

　
　

正
四
位
下

089 

業
定　

王

090 

藤
原
親
行

091 

藤
原
永
宗

092 

藤
原
基
秀

093 

藤
原
家
尹

094 

藤
原
忠
頼

095 

藤
原
行
輔

096 

藤
原
範
資

097 

藤
原
忠
隆

098 

藤
原
公
全

099 

藤
原
基
清

100 

藤
原
教
繁

101 

藤
原
公
爲

102 

源　

資
方

103 

藤
原
宗
泰

104 

藤
原
基
光

105 

藤
原
公
勝

106 

藤
原
季
興

107 

藤
原
季
村

108 

藤
原
定
茂

109 

源　

資
熈

110 

藤
原
資
顯

111 

源　

仲
蔭

112 

平　

棟
有

113 

橘　

知
繁

114 

藤
原
家
綱

115 

藤
原
隆
廣

116 

藤
原
顯
保

117 

源　

仲
定

118 

藤
原
光
家

119 

藤
原
雅
兼

120 

藤
原
通
定

121 

藤
原
基
廣

122 

藤
原
兼
俊

123 

菅
原
周
長

124 

菅
原
長
衡

125 

菅
原
時
親

126 

菅
原
在
胤

127 

丹
波
篤
直

128 

丹
波
長
世

129 

丹
波
頼
景

130 

丹
波
直
房

131 

安
倍
泰
宣

132 

安
倍
有
世

133 

大
中
臣
忠
直

134 

卜
部
兼
繁

135 

大
中
臣
實
直

　
　

從
四
位
上

136 

源　

定
髙

137 

藤
原
成
清

138 

藤
原
業
清

139 

藤
原
嗣
長

140 

藤
原
雅
家

141 

藤
原
親
春

142 

源　

信
明

143 

藤
原
保
冬

144 

大
江
匡
光

145 

藤
原
公
兼

146 

藤
原
嗣
定

147 

藤
原
雅
秋

148 

髙
階
資
尚

149 

藤
原
公
敦

150 

藤
原
嗣
尹

151 

藤
原
親
雅

152 

藤
原
業
家

153 

藤
原
家
行

154 

藤
原
氏
種

155 

菅
原
爲
綱

156 

菅
原
公
熈

157 

菅
原
豊
長

158 

菅
原
秀
長

159 

和
氣
繁
成

160 

和
氣
寛
成

161 

丹
波
康
直

162 

賀
茂
清
宣

163 

賀
茂
清
周

164 

賀
茂
定
春

165 

賀
茂
定
守

166 

賀
茂
在
音

167 

大
中
臣
師
俊

168 

大
中
臣
清
世

169 

卜
部
兼
遠

　
　

從
四
位
下

170 

源　

顯
方

171 

三
善
俊
春

172 

藤
原
房
通

173 

三
善
俊
經

174 

藤
原
信
俊

175 

藤
原
藤
輔

176 

藤
原
冬
輔

177 

藤
原
宗
仲

178 

三
善
廣
衡

179 

藤
原
親
忠

180 

源　

具
言

181 

藤
原
隆
冬

182 

源　

經
有

183 

藤
原
伊
能

184 

藤
原
爲
邦

185 

藤
原
爲
有

186 

髙
階
時
茂

187 

源　

仲
名

188 

藤
原
永
季

189 

藤
原
嗣
頼

190 

藤
原
宗
興

191 

藤
原
光
教

192 

藤
原
忠
兼

193 

藤
原
兼
時

194 

藤
原
教
長

195 

源　

頼
之

196 

平　

時
清

197 

平　

繁
春

198 

橘　

知
定

199 

源　

有
孝

201 

藤
原
基
明

200 

源　

彦
忠　
○

202 

藤
原
定
量

203 

藤
原
氏
嗣

204 

源　

惟
教

205 

藤
原
永
説

206 

源　

嗣
長

207 

源　

具
顯

208 

藤
原
兼
氏

209 

菅
原
在
敏

210 

菅
原
在
貫

211 

丹
波
兼
康

212 

和
氣
仲
氏

213 

丹
波
季
直

214 

和
氣
邦
成

215 

安
倍
宗
時

216 

賀
茂
定
直

217 

賀
茂
清
秀

218 

安
倍
親
盛

219 

安
倍
範
宣

220 

安
倍
守
經

221 
賀
茂
在
弘

222 

卜
部
兼
熈

223 

鴨　

祐
内

224 

藤
原
行
光

225 

鴨　

祐
村

　
　

正
五
位
上

226 

藤
原
宣
方

227 

藤
原
宗
顯

228 

藤
原
俊
任

229 

藤
原
資
康

230 

藤
原
仲
光

231 

中
原
師
連

232 

中
原
師
香

233 

清
原
宗
季

234 

中
原
章
世

235 

坂
上
明
宗

236 

中
原
章
頼

　
　

正
五
位
下

（　

）
紙
の
継
目

二

（　

）
紙
の
継
目

（　

）
紙
の

継
目
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272 

中
原
師
守

273 

中
原
師
香

274 

清
原
宗
季

275 

中
原
章
世

　

正
五
位
下

276 

藤
原
輔
能

277 

藤
原
邦
清

278 

源　

頼
員

279 

藤
原
範
重

280 

藤
原
親
兼

281 

藤
原
業
房

282 
藤
原
隆
清

283 

藤
原
雅
賢

284 

藤
原
顯
宣

285 

藤
原
資
久

286 

源　

經
世

287 

藤
原
親
賢

288 

源　

守
親

289 

藤
原
久
宗

290 

藤
原
盛
説

291 

藤
原
俊
明

292 

橘　

邦
豊

293 

源　

顯
尚

294 

平　

惟
顯

295 

源　

直
冬

296 

源　

仲
康

297 

藤
原
基
繁

298 

髙
階
時
茂

299 

藤
原
基
敦

300 

源　

行
定

301 

源　

則
家

302 

藤
原
守
房

303 

藤
原
宗
朝

304 

藤
原
光
連

305 

藤
原
經
重

306 

藤
原
季
隆

307 
藤
原
景
治

308 

藤
原
冬
頼

309 

髙
階
仲
經

310 

源　

仲
行
　

重

311 

源　

業
治

312 

藤
原
重
房

313 
藤
原
經
音

314 

源　

信
家

315 

髙
階
重
成

316 

藤
原
雅
冬

317 

三
善
季
俊

318 

三
善
頼
衡

319 

三
善
俊
任

320 

藤
原
宣
宗

321 

橘　

以
種

322 

藤
原
敦
直

323 

藤
原
信
廣

324 

藤
原
輔
氏

325 

平　

時
清

326 

髙
階
重
政

327 

源　

仲
名

328 

藤
原
長
賢

329 

源　

俊
澄

330 

藤
原
遠
茂

331 

藤
原
忠
兼

332 
藤
原
康
忠

333 

藤
原
經
清

334 

藤
原
仲
光

335 

藤
原
懐
春

336 

三
善
成
統

337 

三
善
爲
敦

338 
藤
原
定
量

339 

藤
原
良
藤

340 

藤
原
説
房

341 

藤
原
光
教

342 

藤
原
宗
音

343 

源　

盛
顯

344 

平　

惟
兼

345 

髙
階
資
尚

346 

源　

量
長

347 

藤
原
成
教

348 

藤
原
頼
方

349 

藤
原
宗
顯

350 

藤
原
俊
任

351 

藤
原
宗
茂

352 

藤
原
家
明

353 

大
江
匡
綱

354 

藤
原
光
盛

355 

藤
原
光
豊

356 

三
善
益
衡

357 
藤
原
永
季

358 

源　

通
氏

359 

源　

仲
興

360 

惟
宗
行
冬

361 

藤
原
範
蔭

362 

藤
原
嗣
尹

363 
藤
原
守
教

364 

藤
原
良
方

365 

源　

職
兼

366 

平　

繁
顯

367 

藤
原
基
信

368 

藤
原
頼
顯

369 

藤
原
經
有

370 

源　

經
有

371 

藤
原
貞
春

372 

三
善
言
衡

373 

菅
原
長
益

374 

菅
原
在
敏

375 

藤
原
資
俊

376 

藤
原
資
康

377 

藤
原
仲
光

378 

菅
原
在
貫

379 

菅
原
冨
長

380 

丹
波
良
尚

381 

丹
波
嗣
長

382 

丹
波
兼
康

383 

和
氣
爲
成

384 

和
氣
仲
氏

385 

丹
波
康
直

386 

丹
波
有
幸

387 

丹
波
季
直

388 
安
倍
有
泰

389 

賀
茂
定
仲

390 

賀
茂
在
茂

391 

安
倍
直
明

392 

賀
茂
清
秀

393 

安
倍
晴
峯

394 
安
倍
家
清

395 

賀
茂
定
直

396 

小
槻
冨
村

397 

清
原
教
氏

398 

小
槻
頼
音

399 

中
原
師
秀

400 

清
原
良
賢

401 

小
槻
兼
治

402 

中
原
師
有

403 

大
中
臣
爲
于

404 

卜
部
仲
量

405 

大
中
臣
爲
忠

406 

大
中
臣
親
兼

407 

卜
部
兼
熈

408 

卜
部
兼
雄

409 

卜
部
兼
遠

410 

藤
原
以
忠

411 

田
使
頼
職

412 

藤
原
信
音

413 
坂
上
明
宗

414 

源　

光
澄

415 

源　

俊
澄

416 

多　

久
俊

417 

中
原
章
頼

418 

紀　

宗
顯

　

從
五
位
上

419 

藤
原
宗
光

420 

源　

信
貞

421 

藤
原
仲
藤

422 

源　

兼
治

423 

源　

能
藤

424 

三
善
康
俊

425 

藤
原
清
孝

426 

源　

則
重

427 

藤
原
光
種

428 

源　

行
康

429 

源　

仲
教

430 

三
善
周
衡

431 

三
善
房
衡

432 

三
善
雅
俊

433 

源　

直
顯

434 

源　

則
親

435 

紀　

親
文

436 

藤
原
維
範

437 

藤
原
永
資

438 

藤
原
具
藤

439 

藤
原
遠
清

440 

藤
原
資
守

441 

藤
原
朝
雅

442 

藤
原
光
棟

443 

藤
原
盛
雅

444 

髙
階
成
重

445 

藤
原
行
茂

446 

源　

盛
實

447 

源　

有
顯

448 

藤
原
忠
藤

449 

藤
原
光
元

450 

藤
原
顯
定

451 

藤
原
光
茂

452 

橘　

以
藤

453 

平　

棟
實

454 

源　

泰
直

455 

髙
階
髙
邦

456 

藤
原
宗
秀

457 

源　

雅
治

458 

藤
原
業
光

459 

源　

仲
雅

460 

藤
原
師
季

461 

藤
原
孝
秋

462 

藤
原
公
枝

463 

藤
原
基
友

464 

藤
原
公
音

465 

三
善
嗣
衡

466 

藤
原
懐
衡

467 

橘　

知
孝

468 

藤
原
實
廣

469 

藤
原
資
雅

470 

藤
原
髙
頼

471 

藤
原
隆
昌

472 

藤
原
秀
成

473 

源　

頼
房

474 

源　

直
常

475 

藤
原
信
定

476 

源　

滿
貞

477 

源　

義
長

478 

源　

宣
義

479 

藤
原
宗
相

480 

源　

範
氏

481 

藤
原
公
之

482 

藤
原
資
雅

483 

藤
原
兼
氏

484 

藤
原
資
熈

485 

藤
原
家
治

486 

藤
原
爲
邦

487 

源　

仲
氏

488 

橘　

以
清

489 

藤
原
光
邦

490 

藤
原
長
秀

237 

業
兼　

王

　

238 

髙
階
重
政

　

239 

髙
階
成
重

　

240 

藤
原
長
賢

　

241 

藤
原
遠
茂

242 

藤
原
康
忠

　

243 

藤
原
經
清

　

244 

藤
原
仲
基

　

245 

藤
原
懐
春

　

246 

三
善
成
統

247 

三
善
爲
敦

　

248 

藤
原
説
房

　

249 

藤
原
宗
音

　

250 

源　

盛
顯

　

251 

平　

惟
兼

252 

藤
原
成
教

　

253 

藤
原
宗
茂

　

254 

藤
原
家
明

　

255 

大
江
匡
綱

　

256 

藤
原
光
盛

257 

藤
原
光
豊

　

258 

三
善
益
衡

　

259 

源　

仲
興

　

260 

惟
宗
行
冬

　

261 

藤
原
範
蔭

262 

藤
原
守
教

　

263 

源　

職
兼

　

264 

平　

繁
顯

　

265 

藤
原
頼
顯

　

266 

三
善
言
衡

267 

藤
原
資
守

　

268 

藤
原
季
兼

　

269 

藤
原
經
重

　

270 

源　

仲
持

　

271 

源　

長
継

272 

平　

氏
重

　

273 

藤
原
業
範

　

274 

源　

長
兼

　

275 

三
善
基
統

　

276 

藤
原
通
定

277 

藤
原
重
季

　

278 

源　

朝
仲

　

279 

藤
原
懷
宗

　

280 

源　

業
俊

　

281 

藤
原
家
賢

282 

藤
原
長
親

　

283 

藤
原
實
廉

　

284 

源　

信
俊

　

285 

髙
階
經
弘

　

286 

藤
原
具
隆

287 

平　

時
盛

　

288 

藤
原
長
秀

　

289 

藤
原
範
定

　

290 

髙
階
基
廣

　

291 

平　

親
良

292 

藤
原
泰
輔

　

293 

源　

義
滿

　

294 

藤
原
氏
房

　

295 

藤
原
清
繁

　

296 

髙
階
經
秀

297 

藤
原
爲
敦

　

298 

藤
原
忠
藤

　

299 

藤
原
基
行

　

300 

髙
階
經
春

　

301 

藤
原
資
孝

302 

藤
原
兼
重

　

303 

藤
原
實
豊

　

304 

源　

通
清

　

305 

大
江
周
光

　

306 

藤
原
兼
長

307 

藤
原
永
員

　

308 

髙
階
經
冬

　

309 

三
善
行
茂

　

310 

藤
原
伊
顯

　

311 

藤
原
資
綱

312 

藤
原
隆
敦

　

313 

藤
原
公
夏

　

314 

藤
原
實
博

　

315 

藤
原
資
俊

　

316 

菅
原
冨
長

317 

藤
原
資
教

　

318 

丹
波
良
雨

　

319 

丹
波
嗣
長

　

320 

和
氣
爲
成

　

321 

丹
波
有
幸

325 

小
槻
頼
音　

326 

中
原
師
秀　

327 

清
原
良
賢　

328 

小
槻
兼
治　

329 

中
原
師
有　

330 

小
槻
光
夏

322 

安
倍
家
清

　

323 

安
倍
俊
忠

　

324 

賀
茂
保
歳　
○

　

331 

卜
部
兼
雄

　

332 

源　

光
澄

333 

源　

俊
澄

　

334 

多　

久
俊

　

335 

紀　

宗
顯

　

336 

安
部
資
爲

　

337 

安
部
親
量

338 

大
神
景
茂

　

339 

鴨　

光
冬

　
　

從
五
位
上

340 

藤
原
公
之

　

341 

藤
原
資
雅

　

342 

藤
原
兼
氏

　

343 

藤
原
資
熈

　

344 

藤
原
家
治

345 

源　

仲
氏

　

346 

橘　

以
清

　

347 

藤
原
光
邦

　

348 

平　

基
綱

　

349 

平　

親
俊

350 

藤
原
宗
世

　

351 

藤
原
定
基

　

352 

源　

具
雄

　

353 

藤
原
清
治

　

354 

藤
原
兼
氏

355 

藤
原
雅
輔

　

356 

源　

具
顯

　

357 

藤
原
俊
量

　

358 

源　

定
教

　

359 

髙
階
泰
名

360 

藤
原
徳
景

　

361 

藤
原
能
清

　

362 

三
善
輔
衡

　

363 

藤
原
忠
明

　

364 

藤
原
隆
盛

365 

源　

則
氏

　

366 

藤
原
家
房

　

367 

平　

忠
國

　

368 

藤
原
基
資

　

369 

藤
原
朝
房

370 

藤
原
朝
憲

　

371 

藤
原
重
治

　

372 

藤
原
隆
直

　

373 

藤
原
頼
房

　

374 

藤
原
通
秀

375 

藤
原
房
顯

　

376 

藤
原
教
音

　

377 

平　

知
輔

　

378 

髙
階
成
量

　

379 

藤
原
忠
輔

380 

藤
原
教
親

　

381 

源　

清
治

　

382 

源　

雅
宗

　

383 

源　

仲
行

　

384 

藤
原
信
藤

385 

平　

棟
信

　

386 

藤
原
冬
輔

　

387 

藤
原
懐
直

　

388 

藤
原
通
持

　

389 

三
善
直
衡

390 

三
善
勝
衡

　

391 

橘　

知
秀

　

392 

源　

房
通

　

393 

藤
原
隆
信

　

394 

源　

光
仲

395 
藤
原
經
景

　

396 

源　

經
兼

　

397 

源　

定
滿

　

398 

源　

兼
世

　

399 

藤
原
顯
髙

400 

藤
原
忠
頼

　

401 

平　

惟
有

　

402 

源　

義
行

　

403 

源　

行
泰

　

404 

藤
原
季
尹

405 

藤
原
季
匡

　

406 

藤
原
家
輔

　

407 

藤
原
重
方

　

408 

源　

通
明

　

409 

源　

顯
英

410 

源　

兼
邦

　

411 

藤
原
基
夏

　

412 

橘　

知
廣

　

413 

藤
原
基
時

　

414 

藤
原
遠
範

415 

菅
原
長
規

　

416 

菅
原
在
宣

　

417 

菅
原
在
幹

　

418 

藤
原
元
範

　

419 

菅
原
淳
嗣

420 

藤
原
行
長

　

421 
藤
原
資
衡

　

422 

丹
波
博
忠

　

423 

和
氣
峯
成

　

424 

和
氣
通
尚

三

（　

）
紙
の
継
目

（　

）
紙
の
継
目
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両
『
暦
名
』
に
掲
げ
ら
れ
た
人
名
は
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
で
は
五
七
〇

名
、
応
安
四
年
『
歴
名
』
で
は
四
四
五
名
で
あ
る*10

。
つ
ま
り
、
貞
治
三
年

（
一
三
六
四
）
か
ら
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
ま
で
の
七
年
間
に
、
従
五
位

上
以
上
、
正
二
位
以
下
の
位
階
を
持
っ
て
い
た
有
位
者
の
人
数
が
、
一
二
五

名
も
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
有
位
者
激
減
に
つ
い
て
は
、
後
文
で
あ

ら
た
め
て
検
討
す
る
。

　

次
に
、両
『
暦
名
』
に
お
け
る
人
名
の
排
列
順
を
確
認
す
る
。『
歴
名
土
代
』

や
『
補
略
』
で
は
、
位
階
ご
と
、
原
則
と
し
て
叙
位
順
に
従
っ
て
排
列
さ
れ

て
い
る*11

が
、
両
『
暦
名
』
で
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
定
の
諸

氏
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
叙
位
順
で
は

な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
各
人
の
出
自
等
に
基
づ
い
て
、
貞
治
三

年
と
応
安
四
年
の
両『
暦
名
』に
お
け
る
各
人
を
分
類
す
る
と「
表
1
」・「
表

2
」
の
と
お
り
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
階
の
中
に
お
い
て
、
次
の
順
序
で

排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

⑴ 

諸
王

　

⑵ 

諸
道
以
外
の
諸
臣
（
堂
上
と
地
下
が
混
在
）

　

⑶ 

紀
伝
道
（
菅
原
氏
、
大
江
氏
、
藤
原
氏
南
家
、
藤
原
氏
式
家
、

　
　

 

日
野
流
藤
原
氏
）

　

⑷ 

医
道
（
丹
波
氏
、
和
気
氏
）

　

⑸ 

陰
陽
道
（
安
倍
氏
、
賀
茂
氏
）

　

⑹ 

明
経
道
（
清
原
氏
、
中
原
氏
）、
算
道
（
小
槻
氏
）

　

⑺ 

神
祇
道
（
大
中
臣
氏
、
卜
部
氏
）

　

⑻ 

明
法
道
（
坂
上
氏
、
中
原
氏
ほ
か
諸
氏
）

　

貞
治
三
年
『
暦
名
』
の
025
資
英
王
は
、
諸
王
で
な
く
諸
臣
に
属
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
古
暦
裏
書
歴
名
』
と
『
親
王
公
卿
諸
王
諸
臣
歴
名
』
に
お
い
て
、
公

卿
で
あ
っ
た
神
祇
伯 

忠
富
王
、
お
よ
び
、
上
階
し
て
公
卿
と
な
っ
た
後
の

雅
業
王
が
、「
諸
王
」
で
な
く
「
公
卿
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、

三
位
に
叙
さ
れ
た
王
は
「
諸
王
」
で
は
な
く
、
公
卿
の
諸
臣
と
同
じ
範
疇
に

入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う*12

。

　

こ
こ
で
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、「
名
家
」
の
家
格
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

日
野
流
藤
原
氏
の
各
人
が
、紀
伝
道
に
列
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ「
名

家
」
で
も
、
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
各
人
は
、
諸
道
以
外
の
諸
臣
に
列
し
て
い

る
。
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
両
流
で
あ
る
が
、
元
来
、
日
野
流
は
、
菅

491 

源　

通
明

492 

藤
原
教
長

493 

橘　

知
定

494 

源　

惟
教

495 

藤
原
公
敦

496 

源　

和
治

497 

平　

基
綱

498 

平　

親
俊

499 

藤
原
宗
世

500 

藤
原
嗣
頼

501 

藤
原
宗
基

502 

源　

具
雄

503 

平　

繁
春

504 

藤
原
業
範

505 

藤
原
清
春

506 

藤
原
永
説

507 

藤
原
兼
氏

508 

源　

嗣
長

509 
藤
原
雅
輔

510 

源　

具
顯

511 

藤
原
俊
量

512 

藤
原
季
兼

513 

源　

朝
仲

514 

平　

時
盛

515 

藤
原
氏
房

516 

源　

定
教

517 

髙
階
泰
名

518 

藤
原
兼
重

519 

源　

仲
雅

520 

源　

仲
持

521 

藤
原
清
繁

522 

藤
原
徳
景

523 

大
江
周
光

524 

藤
原
伊
能

525 

藤
原
實
廉

526 

源　

雅
家

527 

藤
原
親
雅

528 

藤
原
懐
宗

529 

源　

信
俊

530 

源　

長
兼

531 

藤
原
行
元

532 

藤
原
範
定

533 

三
善
基
統

534 
藤
原
兼
時

535 

藤
原
經
重

536 

藤
原
忠
藤

537 

藤
原
忠
明

538 

藤
原
藤
忠

539 

藤
原
隆
盛

540 
源　

則
氏

541 

藤
原
兼
長

542 

源　

有
孝

543 

平　

忠
國

544 

藤
原
資
教

545 

丹
波
博
忠

546 

和
氣
峯
成

547 

和
氣
邦
成

548 

和
氣
仲
尚

549 

和
氣
通
尚

550 

和
氣
房
成

551 

安
倍
氏
長

552 

安
倍
泰
吉

553 

安
倍
宗
俊

554 

賀
茂
定
夏

555 

賀
茂
在
音

556 

賀
茂
在
弘

557 

小
槻
光
夏

558 

大
中
臣
忠
緒

559 
大
中
臣
康
忠

560 

大
中
臣
永
雄

561 

大
中
臣
輔
世

562 

清
科
重
藤

563 

泰　

爲
憲

　
（
秦
か
）

564 

中
原
長
秀

565 
狛　

朝
榮

566 

賀
茂
敏
久

567 

大
神
景
茂

568 

安
倍
資
爲

569 

藤
原
廣
忠

570 

安
倍
親
量

425 

和
氣
房
成

　

426 

和
氣
全
継

　

427 

丹
波
康
行

　

428 

和
氣
良
雨

　

429 

和
氣
幸
持

430 

和
氣
保
成

　

431 

和
氣
常
成

　

432 

安
倍
光
憲

　

433 

賀
茂
定
継

　

434 

賀
茂
定
世

435 

賀
茂
在
能

　

436 

賀
茂
定
豊

　

437 

安
部
有
茂

　

438 

賀
茂
定
香

　

439 

安
部
良
賢

440 

大
中
臣
清
直

　

441 

大
中
臣
輔
世

　

442 

狛　

葛
榮

　

443 

藤
原
廣
忠

　

444 

藤
原
通
種

445 

安
倍
親
真
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原
氏
・
大
江
氏
と
同
じ
く
諸
道
の
輩
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。

　

ま
た
、
神
祇
官
人
と
な
っ
た
大
中
臣
氏
・
卜
部
氏
の
各
人
を
除
く
、
諸
社

の
神
職
は
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、『
補
略
』
に
も
神
職
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
上
記
の
と
お
り
分
類
さ
れ
た
範
疇
の
中
で
の
各
人
の
排
列
順
に
つ

い
て
は
、『
公
卿
補
任
』
か
ら
容
易
に
確
認
で
き
る
三
位
以
上
の
各
人
を
見
る

と
、
叙
位
年
月
日
順
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
四
位
・
五
位
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
、
叙
位
年
月
日
順
で
あ
る
と
見
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
お
け
る
従
五
位
上
465
～
475
の
各
人
が
従
五
位
上
に
叙

さ
れ
た
年
月
日
を
『
園
太
暦
』
か
ら
確
認
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な

る
。

　
　

465 

三
善
嗣
衡　

貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
正
月
五
日
叙
（
六
日
条
）

　
　

466 

藤
原
懐
衡　

同
前

表１　貞治三年の『暦名』における排列（算用数字は各人の整理番号）

（1）
諸王

（2）
諸臣

（3）
紀伝道

（4）
医道

（5）
陰陽道

（6）
明経道
・算道

（7）
神祇道

（8）
明法道・
検非違使 

正二位 001～020

従二位 021～035 036

正三位 037～053 054～057

従三位 058～082 083～088 089

正四位上 090～091 092

正四位下 093～131 132 133～138 139～140 141～147

従四位上 148 149～186 187～191 192～194 195～198

従四位下 199～248 249～254 255～256 257～261 262～263 264～265

正五位上 266～267 268～274 275

正五位下 276～372 373～379 380～387 388～395 396～402 403～409 410～418

従五位上 419～543 544 545～550 551～556 557 558～561 562～570

表２　応安四年の『暦名』における排列（算用数字は各人の整理番号）

（1）
諸王

（2）
諸臣

（3）
紀伝道

（4）
医道

（5）
陰陽道

（6）
明経道
・算道

（7）
神祇道

（8）
明法道・
検非違使 

正二位 　 001～022

従二位 　 023～035 036～037

正三位 　 038～055 056～060

従三位 　 061～081 　 082

正四位上 　 083～085 　 　 086～087 088 　

正四位下 089 090～121 122～126 127～130 131～132 　 133～135

従四位上 　 136～153 154～158 159～161 162～166 　 167～169

従四位下 　 170～208 209～210 211～214 215～221 　 222 223～225

正五位上 　 226～228 229～230 　 　 231～233 　 234～236

正五位下 237 238～314 315～317 318～321 322～324 325～330 331 332～339

従五位上 　 340～413 414～421 422～431 432～439 　 440～441 442～445
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467 

橘　

知
孝　

同
前

　
　

468 

藤
原
実
広　

同
前

　
　

469 

藤
原
資
雅　

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
三
月
二
十
九
日
叙

　
　

470 
藤
原
高
頼　

観
応
元
年
十
月
十
二
日
叙

　
　

471 
藤
原
隆
昌　
（
記
載
な
し
）

　
　

472 

藤
原
秀
成　

観
応
二
年
四
月
十
六
日
叙
（
十
七
日
条
）

　
　

473 

源　

頼
房　

観
応
二
年
五
月
二
十
九
日
叙
（
六
月
一
日
条
）

　
　

474 

源　

直
常　

同
前

　
　

475 

藤
原
信
定　

観
応
二
年
六
月
二
十
六
日
叙

　

記
載
が
な
い
471
藤
原
隆
昌
以
外
は
、
叙
位
年
月
日
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
す
る
（
但
し
、472
藤
原
秀
成
は
『
園
太
暦
』
で
は
「
藤
原
成
秀
」

と
あ
る
）。
こ
こ
か
ら
、
471
藤
原
隆
昌
が
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
た
の
は
、
観

応
元
年
十
月
十
二
日
か
ら
観
応
二
年
四
月
十
六
日
ま
で
の
間
で
あ
る
、
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
現
時
点
に
お
い
て
記
録
が
知
ら
れ
て
い

な
い
叙
位
に
つ
い
て
も
、『
暦
名
』
に
記
載
さ
れ
た
人
名
と
、
そ
の
排
列
順
か

ら
、あ
る
程
度
ま
で
は
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。こ
れ
は
、『
補

略
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
以
て
、
両
『
暦
名
』
の
史
料
的
価
値
を
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
お
け
る
南
朝
方
の
公
家
と
武
家

　

既
述
の
よ
う
に
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
は
、
南
朝
方
の
公
家
・
武
家
の

名
前
（
氏
と
諱
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
貞
治
三
年
の
時
点
に
お
い
て
も
、

な
お
、
南
朝
方
の
人
々
の
位
階
が
北
朝
宮
廷
に
お
い
て
保
た
れ
て
い
た
と
は
、

実
に
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
各
人
に
つ

い
て
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
個
別
に
確
認
を
行
う
。

　

南
朝
方
の
公
家

　

060
藤
原
家
賢
と
098
藤
原
信
賢　

両
人
と
も
花
山
院
師
賢
の
子
。『
柳
原
家

記
録
』
百
四
十
二
「
園
太
暦
目
録
」
乙 

延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
二
月
二

日
に
「
家
賢
卿
、
信
賢
朝
臣
、
参
南
方
事
」
と
あ
る
。『
新
葉
和
歌
集
』
に
、

家
賢
は
「
妙
光
院
内
大
臣
家
賢
」、
信
賢
は
「
前
大
納
言
信
賢
」
と
あ
る
。

　

061
藤
原
経
家
と
154
藤
原
経
家　

同
名
異
人
。
即
ち
、
近
衛
経
忠
の
子
の
経

家
は
、
建
武
四
年
四
月
五
日
に
吉
野
へ
出
奔
し
た*13

。
ま
た
、
二
条
兼
基
の
子

に
も
経
家
が
お
り
（『
師
守
記
』
暦
応
四
年
正
月
□
【
六
】
日
条
）、
知
行
し

て
い
た
肥
前
国
高
木
正
法
寺
を
正
平
八
年
に
同
寺
家
に
「
去
り
渡
し
」
た
藤

原
経
家*14

は
、
こ
の
二
条
経
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

101
源
家
房　

北
畠
親
房
の
再
従
兄
弟
で
、
元
弘
の
乱
の
後
、
幕
府
に
よ
っ

て
処
刑
さ
れ
た
具
行
の
甥
に
あ
た
る
家
房
に
比
定
さ
れ
る
。『
建
武
記
（
建

武
年
間
記
）』
に
奥
州
式
評
定
衆
と
し
て
見
え
る
「
冷
泉
源
少
将
（
家
房
）」*15 

で
あ
り
、
北
畠
親
房
の
甥 

持
定
、
お
よ
び
、
春
日
顕
国
（
顕
時
）
と
共
に
、

南
朝
方
と
し
て
八
幡
に
立
て
籠
っ
て
戦
っ
た*16

。

　

105
藤
原
宗
房
と
302
藤
原
守
房　

両
人
と
も
吉
田
定
房
の
子
。『
新
葉
和
歌

集
』
に
は
両
人
と
も
「
前
大
納
言
」
と
あ
る
。
陽
明
文
庫
所
蔵
文
書
「
経
歴

羽
林
并
衛
府
官
例
」
に
は
「
吉
田
入
道
右
大
臣
（
宗
房
公
）」
と
あ
り*17

、
宗

房
は
南
朝
で
右
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
。

　

156
藤
原
実
種　

西
園
寺
公
経
の
子 

一
条
（
清
水
谷
）
実
有
の
玄
孫
。『
園

太
暦
』
正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
二
日
条
に
、「
自
南
方
有
御
使
。
一

条
中
将
実
種
朝
臣
也
」
と
あ
る
。

　

200
藤
原
実
清　

洞
院
公
賢
の
弟
で
南
朝
に
仕
え
た
公
敏
の
子
。『
敦
有
卿

記
』
正
平
六
年
十
二
月
廿
八
日
条
に
「
権
中
納
言
実
清　

按
察
使
入
道
公
敏

卿
子
。
於
南
山
任
中
納
言
」
と
あ
る
。『
新
葉
集
』
に
は
「
前
大
納
言
実
清
」
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と
見
え
る
。

　

201
藤
原
師
兼　

南
朝
の
歌
人
と
し
て
有
名
な
花
山
院
師
兼
。『
新
葉
集
』

に
「
春
宮
大
夫
師
兼
」
と
見
え
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵 

伏
見
宮
本
『
師
兼

卿
千
首
和
歌
』（
詠
千
首
和
歌
）（
伏
158
）
に
「
正
二
位
行
権
大
納
言
兼
春
宮

大
夫
大
学
頭
藤
原
朝
臣
師
兼
」
と
あ
り
、
佐
々
木
信
綱
旧
蔵
『
耕
雲
千
首
』

奥
書
に
「
左
大
将
師
兼
卿
（
于
時
春
宮
大
夫
）」
と
あ
る
。

　

208
藤
原
忠
成　
『
新
葉
集
』
に
五
首
入
集
し
て
い
る
「
前
中
納
言
忠
成
」

に
比
定
さ
れ
よ
う
。

　

288
源
守
親　

北
畠
顕
信
の
子
。『
新
葉
和
歌
集
』
に
「
前
大
納
言
守
親
」

と
あ
る
。

　

293
源
顕
尚　

春
日
侍
従
顕
国
（
春
日
中
将
顕
時
）
の
子
。『
結
城
文
書
』

に
南
朝
方
と
し
て
「
五
辻
源
少
納
言
」
が
見
え
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
結
城

古
文
書
写
（
有
造
館
本
）』
乾
に
所
収
の
書
状
二
通
に
「
顕
尚
（
花
押
）」
と

あ
る*18

。

　

294
平
惟
顕　

平
信
範
の
七
世
孫
。『
尊
卑
分
脈
』
に
「
参
南
山
」
と
あ
る
。

　

324
藤
原
輔
氏　

善
勝
寺
流
藤
原
氏
の
六
条
家
の
人
。
歌
人
で
有
名
な
顕
輔

の
八
世
孫
。『
園
太
暦
』
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
十
二
月
廿
六
日
条
に
、「
房

仙
僧
正
来
、世
上
事
談
之
。
就
中
実
相
院
新
僧
正
静
深
被
向
兵
衛
督
入
道【
足

利
直
義
】
許
。
近
衛
前
関
白
【
基
嗣
】
弟
。
増
基
僧
正
附
慶
【
弟
】
也
。
而

已
及
此
企
。
不
可
説
之
由
談
之
。
就
中
六
条
少
将
輔
氏
、
吉
田
侍
従
守
房
同

向
之
」
と
あ
り
、
南
朝
に
帰
順
し
た
足
利
直
義
の
も
と
に
、
前
記
の
302
吉
田

守
房
ら
と
共
に
赴
い
て
い
る
。

　

100
藤
原
公
世　

正
親
町
三
条
庶
流
。『
園
太
暦
』
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）

九
月
廿
日
条
に
「
公
世
朝
臣
使
留
【
来
謁
カ
】
之
。
播
州
高
岡
郷
被
召
放
之

由
仰
【
説
イ

】
也
」
と
あ
り
、
北
朝
に
所
領
（
播
磨
国
高
岡
郷
）
を
没
収
さ

れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
公
世
は
南
朝
方
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
102
紀
俊
文
と
435
紀
親
文
の
親
子
は
、
日
前
・
國
懸
両
太
神
宮
神
主
、

紀
伊
国
造
を
世
襲
し
た
神
職
で
あ
っ
た*19

。『
諸
家
系
図
纂
』
所
収
『
日
前
宮

神
主
紀
伊
国
造
系
図
』
に
、
俊
文
は
「
南
朝
従
三
位
、
刑
部
卿
」、
そ
の
子 

親
文
は
「
於
南
朝
従
三
位
、
北
京
左
京
大
夫
」
と
あ
り*20

、『
新
葉
和
歌
集
』
に

も
両
人
は
「
従
三
位
」
と
見
え
る
。
な
お
、『
暦
名
』
に
は
、
神
祇
官
人
で
は

な
い
神
職
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
職
で
あ
る
紀
伊
国
造
の
紀
俊
文
・

親
文
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
親
文
の
子 

俊
長
が
応
永
五
年
正
月

七
日
に
侍
従
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
迎
陽
記
』）
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ

う
に
、
紀
伊
国
造
家
は
朝
廷
か
ら
諸
臣
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
お
り
、
本
『
暦

名
』
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
南
朝
方
の
地
下
官
人
も
、
こ
の
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
見
え
る
。

　

268
中
原
師
治　
『
園
太
暦
』文
和
二
年（
一
三
五
三
）六
月
十
七
日
条
に
、「
今

度
南
方
時
宜
以
外
苛
鵠
【
酷
】
沙
汰
也
。･････ 

於
住
宅
者
可
被
点
者
。
吉

田
中
納
言
宗
房
、
前
大
蔵
卿
師
治
為
彼
奉
行
上
洛
」
と
あ
る
。

　

318
三
善
頼
衡　
『
新
葉
和
歌
集
』
に
「
三
善
頼
衡
朝
臣
」
と
あ
る
。
彼
の

一
門
は
西
園
寺
家
の
諸
大
夫
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
、
南
朝
に
帰
順
し
た
西

園
寺
家
一
門
（
竹
林
院
公
重
の
一
族
か
）
の
諸
大
夫
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。

　

以
上
に
挙
げ
た
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
南
朝
方
の
公

家
と
地
下
官
人
の
名
は
、
従
三
位
061
藤
原
経
家
（
近
衛
）
を
除
き
、
す
べ
て
、

七
年
後
に
作
成
さ
れ
た
応
安
四
年
『
歴
名
』
に
は
所
見
が
な
い
。
死
去
ま
た

は
出
家
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
位
階
は
応
安
四
年
正
月
ま
で
に

剥
奪
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
061
藤
原
経
家
は
、
応
安
四
年
『
暦
名
』
に
従
三
位
062
藤
原
経
家
と
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し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
近
衛
経
家
は
南
朝
方
で
あ
っ
た
が
、
南
朝
で
関
白

に
な
っ
た
兄
弟
の
「
平
田
関
白
」
冬
経*21

に
超
越
さ
れ
、
不
遇
で
あ
っ
た
等
の

理
由
に
よ
り
、
応
安
四
年
の
時
点
で
は
北
朝
に
帰
参
し
て
い
た
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

直
義
党
の
武
家*22

　

295
源
直
冬　

足
利
直
義
の
子
と
な
っ
た
直
冬
は
、貞
和
七
年
（
一
三
五
一
）

六
月
一
日
に
長
門
国
豊
浦
宮
に
奉
納
し
た
願
文
に
「
正
五
位
下
行
左
兵
衛
佐

源
朝
臣
直
冬
」
と
署
名
し
て
お
り*23

、
ま
た
、『
東
寺
古
文
書
零
聚
』
正
平
十
年

（
一
三
五
五
）
正
月
廿
九
日
付 
直
冬
願
文
（『
村
田
正
志
著
作
集 

第
七
巻 

風

塵
録
』
三
四
七
頁
）
に
も
、「
正
五
位
下
左
兵
衛
佐
源
朝
臣
直
冬
」
と
あ
り
、

本
『
暦
名
』
の
位
階
と
合
致
し
て
い
る
。
直
冬
は
、正
平
八
年
（
一
三
五
三
）

五
月
に
南
朝
へ
の
帰
順
が
認
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る*24

。

　

本
『
暦
名
』
に
お
い
て
従
五
位
上
に
列
載
さ
れ
て
い
る
433
源
直
顕
（
畠
山
）、

473
源
頼
房
（
石
塔
）、
474
源
直
常
（
桃
井
）、
476
源
満
貞
（
吉
良
）、
478
源
宣

義
（「
石
橋
左
衛
門
佐
和
義
」
の
子
息
「
治
部
大
輔
宣
義
」）
は
、
直
義
派
に

属
し
て
い
た
足
利
一
門
の
有
力
武
将
で
あ
る
。
彼
ら
の
名
前
は
、
い
ず
れ
も

応
安
四
年
『
歴
名
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
う
ち
、
応
安
四
年

正
月
の
時
点
で
存
命
で
あ
る
者
は
、
出
家
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
南
朝
に

属
し
て
い
た
た
め
北
朝
の
位
階
を
剥
奪
さ
れ
た
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

四　

両
『
暦
名
』
の
比
較
に
よ
り
南
朝
方
の
人
々
を
抽
出
す
る
試
み

　

以
上
の
よ
う
に
、
北
朝
で
作
成
さ
れ
た
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
は
、
南
朝

方
の
人
々
の
名
が
少
な
か
ら
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
名
は
応
安
四
年
『
暦
名
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
こ
か
ら
類
推
す
る
と
、
同
様
に
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
記
載
が

あ
る
も
の
の
、応
安
四
年
『
暦
名
』
に
は
所
見
が
な
い
人
物
の
中
に
は
、我
々

に
は
未
だ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
、
南
朝
方
の
人
々
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
応
安
四
年
『
歴

名
』
に
は
見
え
な
い
人
々
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
お

い
て
、
四
位
・
五
位
の
諸
臣
の
冒
頭
部
分
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
群
の
人
々

が
、
応
安
四
年
『
暦
名
』
に
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
。

具
体
的
に
は
、
正
四
位
下
093
～
102
、
従
四
位
上
149
～
158
、
従
四
位
下
199
～
208
、

正
五
位
下
276
～
324
、
従
五
位
上
419
～
480
で
あ
る
。『
園
太
暦
』
等
に
お
け
る

叙
位
に
関
す
る
記
録
か
ら
、
彼
ら
が
当
該
の
位
階
に
叙
さ
れ
た
日
時
は
、
排

列
順
か
ら
、
正
平
の
一
統
以
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る*25

。
前
章
で
列
挙
し

た
南
朝
方
の
人
々
の
う
ち
四
位
・
五
位
の
有
位
者
は
、
105
藤
原
宗
房
を
除
き
、

悉
く
、
こ
の
一
群
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
お
い
て
、
四
位
・
五
位
の
位
階
ご
と

に
諸
臣
の
冒
頭
箇
所
に
ま
と
め
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
は
、
長
年
に
わ
た

り
昇
叙
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
輩
の
み
な
ら
ず
後
輩
に
も
位
階
を
超
越
さ
れ

続
け
、
取
り
残
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
地
下
の
諸
大
夫
で
あ
れ
ば
、
家
格
の

た
め
、
極
位
よ
り
以
上
に
は
位
階
が
上
昇
せ
ず
、
同
一
位
階
の
ま
ま
据
え
置

か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
る
。
し
か
し
、
既
に
家
格
が
確
立

し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
は
、
堂
上
公
家
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
な
い
限
り
、

一
定
の
年
限
を
経
る
と
昇
叙
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
う

ち
、
応
安
四
年
『
歴
名
』
に
見
え
な
い
一
群
の
人
々
は
、
応
安
四
年
正
月
ま

で
に
卒
去
ま
た
は
出
家
し
た
か
、
ま
た
は
、
位
階
を
剥
奪
さ
れ
た
か
、
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
。
当
然
、
後
者
の
中
に
は
、
南
朝
に
祗
候
し
て
、
北
朝
の
宮
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廷
に
出
仕
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
北
朝
に
お
い
て
は
昇
叙
さ
れ
ず
、
最
後
に

は
北
朝
か
ら
位
階
を
剥
奪
さ
れ
た
、
と
い
う
人
々
が
多
く
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
昇
叙
停
滞
者
た
ち
の
う
ち
、
例
え
ば
、
158
藤
原
邦
長
は
、『
尊

卑
分
脈
』
に
「
候
南
朝
」
と
あ
る
法
性
寺
康
長
の
弟
で
あ
る
邦
長
に
比
定
さ

れ
る
の
で
、
彼
が
兄
と
共
に
南
朝
に
伺
候
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
高
い
。

同
様
の
事
例
は
、
他
に
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

尤
も
、
中
に
は
、
南
朝
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
他
の
事
情
に
よ
り
北
朝

宮
廷
に
出
仕
で
き
な
か
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
昇
叙
に
あ
ず
か
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
だ
け
の
公
家
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
注
意

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
南
朝
方
の
人
々
が
記
載
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
既
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
北
朝
宮
廷

は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
彼
ら
南
朝
方
の
位
階
を
、
貞
治
三
年
の
時

点
で
は
残
し
て
お
り
、
応
安
四
年
ま
で
に
剥
奪
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

両
『
暦
名
』
が
作
成
さ
れ
た
当
時
の
天
皇
は
、
後
光
厳
院
（
在
位 

観
応

三
年
八
月
十
七
日
～
応
安
四
年
三
月
二
十
三
日
）
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
へ
逃
れ
て
成
立
し
た
当
初
の
南
朝
朝
廷
は
、
後
醍
醐
天

皇
の
側
近
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
所
謂
「
大
覚
寺
統
」
に
近
い

立
場
に
あ
っ
た
公
家
衆
も
、
大
半
は
京
都
に
留
ま
り
、
北
朝
の
光
厳
院
の
院

政
の
も
と
で
光
明
院
、
つ
い
で
崇
光
院
の
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
た
。
し
か
し
、

観
応
の
擾
乱
の
も
と
で
、
崇
光
院
が
廃
位
さ
れ
て
北
朝
朝
廷
が
消
滅
し
、
南

朝
の
後
村
上
天
皇
に
よ
る
正
平
の
一
統
が
成
就
す
る
と
、
京
都
の
公
家
・
地

下
官
人
の
多
く
は
、
南
朝
に
仕
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
足
利
尊
氏
は
、

後
光
厳
院
を
天
皇
に
擁
立
し
て
京
都
を
恢
復
し
た
が
、
後
光
厳
院
は
、
光
厳

院
、
光
明
院
、
崇
光
院
の
北
朝
三
上
皇
が
吉
野
に
移
さ
れ
て
不
在
で
あ
っ
た

た
め
、
院
宣
な
し
で
、
三
種
の
神
器
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
踐
祚
し
て

天
皇
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
正
当
な
手
続
き
を
踏
ま
な
い

ま
ま
成
立
し
た
後
光
厳
院
の
朝
廷
が
、
正
統
性
の
点
で
疑
問
を
持
た
れ
、
求

心
力
に
欠
け
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
南
朝
に

帰
参
す
る
公
家
衆
が
急
増
す
る
の
は
、
正
平
の
一
統
の
後
で
あ
る
。

　

人
材
が
不
足
し
て
い
た
発
足
当
時
の
後
光
厳
院
朝
廷
の
も
と
で
は
、
当
初
、

朝
廷
儀
礼
に
お
い
て
は
、
崇
光
院
期
の
も
の
を
踏
襲
し
た
儀
礼
文
書
が
、
そ

の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貞
治
三
年
の
時
点
に
お
い
て
、
か
つ
て

崇
光
院
の
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
た
が
当
時
は
南
朝
に
祗
候
し
て
い
た
有
位
者

の
名
も
記
載
さ
れ
た
『
暦
名
』
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
そ
の
よ
う
な
背

景
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
後
光
厳
院
の
朝
廷
が
安

定
し
、
自
分
た
ち
だ
け
で
十
分
に
朝
廷
を
運
営
で
き
る
と
い
う
目
途
が
立
つ

と
、
応
安
四
年
『
暦
名
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
は
や
南
朝
方
の
人
々
の

位
階
を
残
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
必
然
性
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
或
い
は
、
南
朝
の
も
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
帰
京
し
た
光
厳
院
・

崇
光
院
と
の
対
立
を
深
め
る
後
光
厳
院
が
、
光
厳
院
院
政
下
に
お
け
る
崇
光

院
朝
廷
の
「
遺
産
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
光
院
期
と
「
訣
別
」

し
よ
う
と
す
る
意
思
を
認
め
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
の
可
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
貞
治
三
年
と
応
安
四
年
の
両
『
暦
名
』

に
お
け
る
記
載
か
ら
、
後
光
厳
院
朝
廷
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
自
体
は
、

十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
南
北
朝
期
の
貞
治
三
年
と
応
安
四
年
の
両
『
暦
名
』

を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
か
ら
、
南
朝
方
の
公
家
・
武
家

─ 237 ─



貞治三年と応安四年の『暦名』について

（
一
三
）

に
関
す
る
情
報
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

同
様
の
手
法
で
、
諸
道
の
有
位
者
に
つ
い
て
も
、
南
朝
に
帰
順
し
た
人
々
の

候
補
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
南
朝
方
の
成
員
を
検

討
す
る
上
で
、
今
後
、
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
両
『
暦
名
』
か
ら
は
、
南
朝
関
連
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
の
315
高
階
重
成
は
、

室
町
幕
府
の
引
付
頭
人
の
大
高
重
成
に
比
定
さ
れ
る
。
通
説
的
に
は
、
大
高

重
成
は
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
に
卒
去
し
た
と
さ
れ
る
が
、
貞
治
三
年
の

時
点
に
お
い
て
存
命
し
て
い
た
と
朝
廷
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
ま
た
、
444
高
階
成
重
か
ら
、『
大
日
本
史
料
』
で
は
「
氏
闕
ク
」、「
姓
欠

ク
」*26

と
さ
れ
た
「
成
重
」
が
高
階
氏
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

今
後
、
両
『
暦
名
』
を
綿
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
載
さ
れ
て

い
る
各
人
に
つ
い
て
、
更
に
多
く
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
南
朝
の
構
成
人
員
の
み
な
ら
ず
、
後
光
厳

院
朝
廷
に
お
け
る
位
階
秩
序
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
研
究
の
展
望
が

開
け
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注*1　

赤
坂
恒
明「
土
州
中
御
門
小
考
」（
日
本
史
史
料
研
究
会
研
究
会
報『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』

（
無
為 

無
為
）
第
二
十
二
号
、
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
、
12
～

21
頁
）、
同
「
永
禄
六
年
の
『
補
略
』
に
つ
い
て 

─
─ 

特
に
戦
国
公
家
大
名
（
在
国

公
家
領
主
）
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に 

─
─
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
』
人
間
学
部

篇 

第
十
一
号
、二
〇
一
一
年
十
二
月
、43
～
58
頁
）、同
「
元
亀
二
年
の
『
堂
上
次
第
』

に
つ
い
て 

─
─ 

特
に
左
京
大
夫
家
康
（
三
川 

徳
川
）
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に 

─

─
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
創
刊
号
、
十
六
世
紀
史
論
叢
刊
行
会
、
二
〇
一
三
年
三
月
、

58
～
78
頁
）、
同
「
天
正
四
年
の
『
堂
上
次
第
』
に
つ
い
て 

─
─ 

特
に
滅
亡
前
夜
の

北
畠
一
門
に
関
す
る
記
載
を
中
心
に 

─
─
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
第
二
号
、
十
六

世
紀
史
論
叢
刊
行
会
、二
〇
一
三
年
十
月
、1
～
36
頁
）。
な
お
、家
康
の
「
公
家
成
」

（
堂
上
の
家
格
を
得
る
こ
と
）
は
、
彼
が
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
三
河
守
に
任
じ
ら

れ
た
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
十
二
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
り
、
家
康
が
源
氏
か

ら
藤
原
氏
へ
改
氏
し
た
本
質
的
な
理
由
は
、
従
来 

先
学
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た

叙
位
・
任
官
の
た
め
で
は
な
く
、「
公
家
成
」
の
た
め
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
徳
川
家
は
、
卜
部
氏
の
吉
田
家
よ
り
も
先
に
堂
上
に
列
し
て
い
る
。

*2　

湯
川
敏
治
「『
歴
名
土
代
』
に
つ
い
て
─
─
も
う
一
つ
の
公
家
の
昇
進
記
録
─
─
」

（
湯
川
敏
治
『
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五

年
八
月
）
363
～
394
頁
。
初
出
、
湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
九
六
年
九
月
）「
解
題
」
に
一
部
加
筆
）
382
頁
。
上
嶋
康
裕
「
中
世
後
期
の
「
補

任
」「
系
図
」
─
─
そ
の
書
写
者
と
注
記
に
注
目
し
て
」（『
メ
タ
プ
テ
ィ
ヒ
ア
カ 

Μ
εταπτυχιακά 

名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 

教
育
研
究
推
進
室
年
報
』 V

ol.5

、

二
〇
一
一
年
三
月
、
113
～
119
頁
）
115
頁
。

*3　

湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』、
同
「『
歴
名
土
代
』
に
つ
い
て
」。

*4　

私
は
、室
町
中
期
か
ら
江
戸
初
期
に
お
け
る
三
点
の
『
歴
名
』
に
記
載
さ
れ
た
「
諸

王
」
の
記
載
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
「
諸
王
」
の
多
く
が
「
作つ

く
り
な名
」
の
架
空
人
物
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の

末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
第
三
号
、
十
六
世
紀
史
論
叢

刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
76
～
95
頁
）

*5　

小
倉
慈
司
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
旧
蔵
本
目
録
（
稿
）」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・

公
家
文
庫
研
究
』
第
四
輯
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

*6　
『
師
守
記
』
貞
治
三
年
三
月
一
日
・
四
日
条
。
貞
治
三
年
の
春
除
目
に
関
し
て
は
、

竹
中
拓
実
氏
に
い
ろ
い
ろ
と
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

*7　
「
七
巻
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
玉
井
力
「
平
安
時
代
の
除
目
に
つ
い
て 

─
─
蔵
人

方
の
成
立
を
中
心
と
し
て
─
─
」（
玉
井
力
『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
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二
〇
〇
〇
年
十
一
月
、
267
～
296
頁
。
初
出
、『
史
學
雜
誌
』
第
九
十
三
編
第
十
一
号
、

一
九
八
四
年
十
一
月
、
1751
～
1768
頁
）
に
詳
し
い
。

*8　

玉
井
力
「
平
安
時
代
の
除
目
に
つ
い
て
」
268
～
269
頁
。

*9　

こ
の
「
武
官
」
は
「
文
武
官
」
と
あ
る
べ
き
も
の
。

*10　

な
お
、
貞
治
三
年
『
暦
名
』
に
は
、
藤
原
経
家
が
従
三
位
061
と
従
四
位
上
154
に
、

大
中
臣
親
世
が
従
三
位
089
と
従
四
位
上
197
に
、
藤
原
公
音
が
従
四
位
上
151
と
従
五
位

上
464
に
見
え
、
応
安
四
年
『
歴
名
』
に
は
、
藤
原
通
定
が
正
四
位
下
120
と
正
五
位
下

276
に
、
源
具
顕
が
従
四
位
下
207
と
従
五
位
上
356
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
藤
原

経
家
は
同
名
異
人
で
あ
る
（
第
三
章
を
参
照
せ
よ
）。
他
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
重
複

で
は
な
く
、
同
名
異
人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

*11　

な
お
、『
歴
名
土
代
』
で
は
、
位
記
を
遡
ら
せ
て
い
る
場
合
も
、
実
際
の
叙
位
順
に

排
列
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。

*12　

赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」
84
頁
。

*13　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵 

九
条
本
『
藤
氏
略
系
図
』（
九
1537
・
九
1538
）。
南

北
朝
時
代
の
近
衛
家
に
つ
い
て
は
、森
茂
暁「
南
北
朝
期
の
近
衛
家
門
に
つ
い
て
」（『
陽

明
叢
書
記
録
文
書
篇
月
報
』
11
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
一
月
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

*14　

鍋
島
家
所
蔵「
正
法
寺
文
書
」正
平
八
年
十
二
月
十
三
日
付 

藤
原
経
家
避
渡
状
。『
大

日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
八
、四
八
九
頁
。

*15　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
、四
一
三
頁
。

*16　
『
中
院
一
品
記
』
建
武
五
年
七
月
五
日
条
。

*17　
『
村
田
正
志
著
作
集 

第
七
巻 

風
塵
録
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
八
月
）

四
七
七
～
四
七
九
頁
。

*18　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
七
、三
九
～
四
〇
頁
、
八
三
～
八
四
頁
。

*19　
『
譲
補
記
』「
暦
応
三
年
親
文
御
元
服
御
譲
補
等
日
記
」暦
応
三
年
九
月
九
日
条（『
大

日
本
史
料
』
第
六
編
之
六
、二
八
五
～
二
八
六
頁
）
に
所
引
の
暦
応
三
年
七
月
日
付 

紀
伊
守
従
四
位
上
紀
朝
臣
俊
文
款
状
に
お
い
て
、「
息
男
従
五
位
下
親
文
」、「
次
男
親

文
」
と
見
え
る
。

*20　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
、五
七
四
頁
。

*21　
『
園
太
暦
』
延
文
元
年
七
月
十
三
日
条
、『
後
深
心
院
関
白
記
』
延
文
元
年
七
月
廿

二
日
条
。

*22　

直
義
党
・
直
冬
党
に
つ
い
て
は
、
阪
田
雄
一
「
足
利
直
義
と
桃
井
直
常
」（『
生
浜
：

本
校
五
年
の
歩
み
』（
千
葉
県
立
生
浜
高
等
学
校
五
周
年
記
念
誌
・
研
究
紀
要
）、

一
九
八
四
年
三
月
）、
阪
田
雄
一
「
足
利
直
義
・
直
冬
偏
諱
考
」（
國
學
院
大
學
地
方

史
研
究
会
『
史
翰
』
二
十
一
号
、
一
九
九
四
年
）
等
を
参
照
せ
よ
。

*23　

瀬
野
精
一
郎
『
足
利
直
冬
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）
51
頁
に
写
真
が

あ
る
。

*24　

瀬
野
精
一
郎
『
足
利
直
冬
』
125
～
126
頁
。

*25　

正
四
位
下
103
藤
原
信
忠
は
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
十
二
月
二
十
一
日
叙
。
従
四

位
下
208
藤
原
忠
成
は
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
十
二
月
二
十
九
日
叙
。
正
五
位
下
357

藤
原
永
季
は
観
応
二
年
四
月
十
七
日
叙
。
従
四
位
上
に
つ
い
て
は
157
藤
原
宗
国
が
貞

和
六
年
正
月
八
日
叙
で
あ
る
の
で
、
158
藤
原
邦
長
の
叙
位
の
日
時
も
、
そ
れ
ほ
ど
は

離
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
五
位
上
に
つ
い
て
は
475
藤
原
信
定
が
観
応
二
年
六
月

二
十
六
日
叙
で
あ
る
が
、
476
吉
良
満
貞
・
477
仁
木
義
長
・
478
石
橋
宣
義
・
480
今
川
範

氏
の
各
武
家
が
観
応
の
擾
乱
の
時
に
叙
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

*26　
『
大
日
本
史
料
』第
六
編
之
二
、二
五
二
頁
・
五
九
四
頁
、。
第
六
編
之
四
、四
四
二
頁
。

第
六
編
之
十
三
、八
〇
頁
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
二
十
九
日
の
日
本
史
史
料
研
究
会
第
23
回
例
会

報
告
「『
暦
名
』
か
ら
見
た
南
朝
方
・
直
冬
党
の
公
家
と
武
家
」
を
論
文
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
三
浦
一
族
研
究
会
会
長
の
伊
藤
一
美
氏
よ
り
貴
重
な
意
見

を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
竹
中
拓
実
氏
よ
り
様
々
な
御
教
示
・

御
批
正
を
賜
わ
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
そ
し
て
、
所
蔵
史
料
の
閲
覧
・

翻
刻
の
許
可
を
与
え
て
下
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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On the Ryakumyous of the years Jouji 3 (A.D.1364) and Ouan 4 (A.D.1371)

AKASAKA, Tsuneaki

キーワード ： 五位已上歴名帳、除目儀、南朝、足利直冬、後光厳天皇
Key words ： The Goi-ijou-ryakumyou (rekimei) chou, The ceremony of the Jimoku, The Nanchou, 

ASHIKAGA Tadafuyu, Gokougon-tennou (The Emperor Gokougon)


